
 平成30年度当初予算　予算要求シート

・ ・ ・

【目的】

【内容】

【経過（～29年度）】 【30年度】 【今後予定（31年度～）】

【今年度要求のポイント】

関連事業：
子ども青少年局　女性相談事業（本庁）
子ども青少年局　母子生活支援施設措置等事業

: - 3 -

2,675円×30ｈ×12月,2600円×30ｈ×12月

2-5
局・課名

273 390

事業費（千円）

主な要求内容 （単位：千円）
項目 29年度予算 30年度要求額 内容・積算等

事業区分 ： その他一般

平成30年度要求額平成28年度決算額

事業名 女性相談事業(西区）

： 西区役所　子育て支援課
　施策番号マスター

プラン
：

３つの挑戦

事業継続 事業継続

平成29年度予算額

5,254 5,488 231,900円×12月,225,400円×12月

スケジュール（経過及び今後展開）

要求額（千円）

7,915
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　H　～　H

事業

概要

各区に配置している女性相談員が、配偶者等の暴力(ＤＶ)、離婚問題等日常
生活上の様々な問題を抱える女性からの相談に応じ、適切な支援を行うこと
により、人権の擁護を図る。さらに、平成24年7月には配偶者暴力相談支援セ
ンターを開設し、ＤＶ被害者へ適切な支援を行い、配偶者からの暴力の防止
及び被害者の保護の更なる推進を図る。

売春防止法に規定された婦人相談員（本市では女性相談員という）を各区に
2人配置（東・美原区は1人）し、さまざまな悩みを抱える女性の相談に応じ、
関係機関と連携を図り、自立に向けた支援等を行っている。
　また、配偶者暴力相談支援センターにＤＶ被害者支援コーディネーターと女
性相談員を各1人配置し、専用ダイヤルを設けてＤＶ被害者からの相談に応
じ、女性相談員等関係機関と連携して支援を行うほか、各区女性相談員への
スーパーバイズ機能を有し、助言等を行っている。
その他
○女性弁護士によるＤＶ専門法律相談を実施
○自立支援を促進するためDＶ被害者自立支援金を支給
○関係機関との連携のため、ＤＶ対策連絡会議等の実施　ほか
○相談延べ件数推移 　H26年度955件、Ｈ27年度1,050件、Ｈ28年度1,106件、
Ｈ29年度見込み1,150件

安全・安心して相談できる体制を確保し、適切な支援を継続して実施するた
めに必要な経費を要求する。
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時間外 1,261 1,899

13

期間

6,886

通信運搬費

有料道路通行費

消耗品費

6,643

債務負担行為

女性相談員報酬

普通旅費

女性相談員通勤費 13,680円×12月､18,820円×12月

旅費（費用弁償その他）
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10

10

0220214整理番号

合計 6,886 7,915

その他　特記事項

平成8年度から、各区（当時は支所）に女性
相談員を配置。　平成24年7月に配偶者暴
力相談支援センターを開設。27年度女相談
員1名増員


